
議案第１７号

杉並区立子供園条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立子供園条例の一部を改正する条例

杉並区立子供園条例（平成２１年杉並区条例第４２号）の一部を次のように改正

する。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第５条関係）

(１) 短時間保育

幼児の属する世帯の階層区分
保育料月額
（幼児単位）

階層 条件

第１階層 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けて ０円

いる世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）による支援給付（中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）による支

援給付を含む。）を受けている者の属する世帯（以下「被保護

世帯等」という。）

第２階層 区市町村民税非課税世帯又は区市町村民税均等割のみ課税世帯 ０円

（第１階層に属する世帯を除く。）

第３階層 区市町村民 所得割課税額が７７，１００円以下の世帯 １，８００円

税所得割課

第４階層 税世帯（第 所得割課税額が７７，１００円を超え２１１， ８，２００円

１階層に属 ２００円以下の世帯

する世帯を
第５階層

除く。）
所得割課税額が２１１，２００円を超え２５ １２，４００円

６，３００円以下の世帯

第６階層 所得割課税額が２５６，３００円を超え３６ １７，８００円

６，０００円以下の世帯

第７階層 所得割課税額が３６６，０００円を超える世帯 １９，０００円



備考

１ この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(１) 区市町村民税非課税世帯 市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）を課されな

い者のみで構成する世帯をいう。

(２) 区市町村民税均等割のみ課税世帯 所得によって課する市町村民税を課されない者

のみで構成する世帯（区市町村民税非課税世帯を除く。）をいう。

(３) 区市町村民税所得割課税世帯 区市町村民税非課税世帯及び区市町村民税均等割の

み課税世帯以外の世帯をいう。

(４) 所得割課税額 所得によって課する市町村民税の額をいう。ただし、当該市町村民

税の額を計算する場合には、規則で定める規定は、適用しない。

２ ４月から８月までの月分の保育料の額は前年度分の市町村民税により、９月から翌年３

月までの月分の保育料の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。

３ 幼児の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、

第７階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

(２) 長時間保育

幼児の属する世帯の階層区分 保育料月額（幼児単位）

１日当たりの保育の時間

階層 条件
８時間を超え

８時間以下
１１時間以下

Ａ階層 被保護世帯等 0円 0円

Ｂ階層 区市町村民税非課税世帯（Ａ階層に属する世帯を除く。） 0円 0円

Ｃ 第１階層 区市町村民税均等割のみ課税世帯（Ａ階層に属する世帯を除く。） 1,300円 1,200円
階

層 第２階層 区市町村 所得割課税額が5,000円未満の世帯 2,000円 1,900円

民税所得
第３階層

割課税世
所得割課税額が5,000円以上8,200円未満の世帯 2,600円 2,500円

帯（Ａ階Ｄ 第１階層

層に属す

所得割課税額が8,200円以上11,100円未満の世帯 5,600円 5,500円

階

る世帯を層
第２階層

除く。）

所得割課税額が11,100円以上20,000円未満の世帯 7,200円 7,000円

第３階層 所得割課税額が20,000円以上33,300円未満の世帯 9,200円 9,000円

第４階層 所得割課税額が33,300円以上53,300円未満の世帯 10,800円 10,600円

第５階層 所得割課税額が53,300円以上77,100円未満の世帯 12,600円 12,300円

第６階層 所得割課税額が77,100円以上102,500円未満の世帯 14,200円 13,900円

第７階層 所得割課税額が102,500円以上128,500円未満の世帯 15,700円 15,400円

第８階層 所得割課税額が128,500円以上156,000円未満の世帯 16,900円 16,600円

第９階層 所得割課税額が156,000円以上183,500円未満の世帯 18,000円 17,600円

第10階層 所得割課税額が183,500円以上211,200円未満の世帯 18,100円 17,700円

第11階層 所得割課税額が211,200円以上233,700円未満の世帯 18,200円 17,800円

第12階層 所得割課税額が233,700円以上256,300円未満の世帯 18,400円 18,000円

第13階層 所得割課税額が256,300円以上283,700円未満の世帯 18,600円 18,200円

第14階層 所得割課税額が283,700円以上311,100円未満の世帯 18,800円 18,400円

第15階層 所得割課税額が311,100円以上338,500円未満の世帯 19,100円 18,700円

第16階層 所得割課税額が338,500円以上366,000円未満の世帯 19,400円 19,000円

第17階層 所得割課税額が366,000円以上398,800円未満の世帯 19,800円 19,400円

第18階層 所得割課税額が398,800円以上435,400円未満の世帯 20,200円 19,800円



第19階層 所得割課税額が435,400円以上481,300円未満の世帯 20,700円 20,300円

第20階層 所得割課税額が481,300円以上540,800円未満の世帯 21,200円 20,800円

第21階層 所得割課税額が540,800円以上616,100円未満の世帯 21,800円 21,400円

第22階層 所得割課税額が616,100円以上715,000円未満の世帯 22,600円 22,200円

第23階層 所得割課税額が715,000円以上850,900円未満の世帯 23,500円 23,100円

第24階層 所得割課税額が850,900円以上の世帯 24,500円 24,000円

備考

１ この表における用語の意義は、（１）の備考１に定めるところによる。

２ ４月から８月までの月分の保育料の額は前年度分の市町村民税により、９月から翌年３

月までの月分の保育料の額は当該年度分の市町村民税により決定するものとする。

３ 幼児の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、

Ｄ階層の第２４階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

(３) 一時保育

１時間当たり５００円

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区立子供園条例（以下「新条例」という。）別表

第２の規定は、平成２７年４月以後の月分の保育料について適用し、同年３月以

前の月分の保育料については、なお従前の例による。

３ 平成２７年４月から平成２８年３月までの月分の保育料に係る新条例別表第２

の適用については、同表（１）中「１２，４００円」とあるのは「９，４００

円」と、「１７，８００円」とあるのは「１１，２００円」と、「１９，０００

円」とあるのは「１１，６００円」と読み替えるものとする。

４ 平成２８年４月から平成２９年３月までの月分の保育料に係る新条例別表第２

の適用については、同表（１）中「１２，４００円」とあるのは「１０，９００

円」と、「１７，８００円」とあるのは「１４，５００円」と、「１９，０００

円」とあるのは「１５，３００円」と読み替えるものとする。

５ この条例の施行の際、施行日前から引き続き杉並区立子供園（以下「子供園」

という。）を利用する幼児（当該幼児の属する世帯に属し、施行日から子供園を

利用する幼児（以下「特例幼児」という。）を含む。）で、新条例第５条第１項

の規定による附則第３項の規定により読み替えて適用される新条例別表第２

（１）に規定する短時間保育の保育料（平成２７年４月の月分の保育料に限



る。）の額が８，０００円を超えるものに係る同月から同年８月までの月分の短

時間保育の保育料の額は、新条例第５条第１項の規定にかかわらず、８，０００

円とする。

６ この条例の施行の際、施行日前から引き続き子供園を利用する幼児（特例幼児

を含む。）で、新条例第５条第１項の規定による別表第２（２）に規定する長時

間保育（１日当たりの保育の時間が８時間以下のものに限る。）の保育料（平成

２７年４月の月分の保育料に限る。）の額が１８，５００円を超えるものに係る

同月から同年８月までの月分の長時間保育（１日当たりの保育の時間が８時間以

下の長時間保育に限る。）の保育料の額は、同項の規定にかかわらず、１８，５

００円とする。

７ この条例の施行の際、施行日前から引き続き子供園を利用する幼児（特例幼児

を含む。）で、新条例第５条第１項の規定による別表第２（２）に規定する長時

間保育（１日当たりの保育の時間が８時間以下のものを除く。）の保育料（平成

２７年４月の月分のものに限る。）の額が、この条例による改正前の杉並区立子

供園条例（以下「旧条例」という。）第５条第１項の規定による旧条例別表第２

に規定する長時間保育（１日当たりの保育の時間が８時間以下のものを除く。）

の保育料（同年３月の月分のものに限る。）の額（特例幼児にあっては、当該特

例幼児の属する世帯に属し、施行日前から引き続き子供園を利用する幼児の同月

の月分の長時間保育（１日当たりの保育の時間が８時間以下のものを除く。）の

保育料の額。以下この項において「旧保育料の額」という。）を超えるものに係

る同年４月から８月までの月分の長時間保育（１日当たりの保育の時間が８時間

以下のものを除く。）の保育料の額は、新条例第５条第１項の規定にかかわらず、

旧保育料の額とする。

（提案理由）

保育料を改定する等の必要がある。


